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許　　認　　可　　等　　一　　覧　　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ６ 年 12 月 12 日　 

 

    行政庁   標準   

    適用 審査    

法　　令　　名 № 根拠条項 処　　　分　　　の　　　概　　　要     処理 整理番号  

原権者 委任先 除外 基準   

期間  

 

風俗営業等の規制及び １ 3-1 風俗営業の許可(第４条第３項の適用がない場合に限る｡) ２１ ２１ 〇 イ※ １  

業務の適正化等に関す ２ 3-1 風俗営業の許可(第４条第３項の適用がある場合に限る｡) ２１ ２１ 〇 イ※ ２  

る法律（風俗営業等適 ３ 5-4 許可証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ３  

正化法） ４ 7-1 風俗営業の相続の承認 ２１ ２１ 〇 〇 ４  

［Ｃ２３－１２２］ ５ 7-5 相続の承認による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ５  

 ６ 7の2-1 風俗営業者たる法人の合併の承認 ２１ ２１ 〇 〇 ６  

 ７ 7の2-3 法人の合併による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ７  

 ８ 7の3-1 風俗営業者たる法人の分割の承認 ２１ ２１ 〇 〇 ８  

 ９ 7の3-3 法人の分割による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ９  

 10 9-1 営業所の構造又は設備の変更の承認 ２１ ２１ ア イ※ １０  

 11 9-4 許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １１  

12 10の2-1 特例風俗営業者の認定 ２１ ２１ 〇 イ※ １２  

13 10の2-5 認定証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 １３  

14 20-10  遊技機の増設、交替その他の変更の承認 ２１ ２１ ア イ※ １４  

15 31-2 店舗型性風俗営業の営業停止の標章の取り除き ２１ ２１ ア エ －  

16 31-3 店舗型性風俗営業の営業停止の標章の取り除き ２１ ２１ ア エ －  

17 31の6-3 受付所営業の営業停止の標章の取り除き ２１ ２１ ア エ －  

18 31の16-2 店舗型電話異性紹介営業の営業停止の標章の取り除き ２１ ２１ ア エ －  

19 31の16-3 店舗型電話異性紹介営業の営業停止の標章の取り除き ２１ ２１ ア エ －  

20 31の22 特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第４条第３項の規定の適用がない場合に限る。) ２１ ２１ 〇 イ※ １４の２  

21 31の22 特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第４条第３項の規定の適用がある場合に限る。) ２１ ２１ 〇 イ※ １４の３  

22 31の23 許可証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 １４の４  

23 31の23 特定遊興飲食店営業の相続の承認 ２１ ２１ 〇 〇 １４の５  

24 31の23 相続の承認による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １４の６  

25 31の23 特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認 ２１ ２１ 〇 〇 １４の７  

26 31の23 法人の合併による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １４の８  

27 31の23 特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認 ２１ ２１ 〇 〇 １４の９  

28 31の23 法人の分割による許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １４の１０  

29 31の23 営業所の構造又は設備の変更の承認 ２１ ２１ ア イ※ １４の１１  

30 31の23 許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １４の１２  

31 31の23 特例特定遊興飲食店営業者の認定 ２１ ２１ 〇 イ※ １４の１３  

32 31の23 認定証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 １４の１４  

33 39-1 都道府県風俗環境浄化協会の指定 ２１ なし ウ ウ －  

 

古物営業法 １ 3 古物商又は古物市場主の許可 ２１ なし 〇 〇 １５  

［Ｃ２４－１０８］ ２ 5-4 許可証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 １６  

３ 7-5 許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １７  

４ 21の5-1 古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定 ２１ ２１ ア ○ １８  

21の6-1  

 

質屋営業法 １ 2-1 質屋の許可 ２１ ２１ 〇 〇 １９  

［Ｃ２５－１５８］ ２ 4-1 営業所の移転の許可 ２１ ２１ 〇 〇 ２０  
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 ３ 4-1 管理者の新設又は変更の許可 ２１ ２１ 〇 〇 ２１  

 ４ 8-2 許可証の書換え(第４条第２項による届出の場合に限る｡） ２１ ２１ ア 〇 ２２  

 ５ 8-4 許可証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ２３  

 ６ 28-3① 質契約の終了行為者の承認 ２１ ２１ 〇 〇 ２４  

７ 28-5 質契約の終了行為を行う場所の承認 ２１ ２１ 〇 〇 ２５  

 

銃砲刀剣類所持等取締 １ 4-1 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 ２１ ２１  〇 〇 ２６  

法 ２ 4の4-1 許可に係る銃砲等又は刀剣類の確認 ２１ ２１  ア 〇 ２７  

［Ｃ３３－００６］ ３ 5の3-3 猟銃等講習会の講習修了証明書の書換え又は再交付 ２１ ２１  ア 〇 ２８  

 ４ 5の3の2-3 クロスボウ講習会の講習修了証明書の書換え又は再交付 ２１ ２１  ア ○ ２８の２  

 － 5の4-1 猟銃の操作及び射撃に関する技能検定   3-1⑪   －  

 ５ 5の4-3 技能検定合格証明書の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア 〇 ２９  

 ６ 5の5-3 技能講習修了証明書の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア ○ ３０  

 ７ 6-1 国際競技に参加する外国人に対する所持許可 ２１ ２１ 〇 〇 －  

 ８ 7-2 許可証の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア 〇 ３１  

 ９ 7の3-1 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新 ２１ ２１ 〇 ア ３２  

 10 9の2-1 指定射撃場の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ３３  

 11 9の3-1 猟銃等射撃指導員の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ３４  

 12 9の3の2-1 クロスボウ射撃指導員の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ３４の２  

 13 9の4-1 教習射撃場の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ３５  

 14 9の5-2 射撃教習を受ける資格の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ３６  

 15 9の5-4 教習資格認定証の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア 〇 ３７  

16 9の9-1 練習射撃場の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ３８  

17 9の10-2 射撃練習を行う資格の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ３９  

18 9の10-3 練習資格認定証の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア 〇 ４０  

19 9の13-1 年少射撃資格の認定 ２１ ２１ ○ ○ ４０の２  

20 9の13-3 年少射撃資格認定証の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア ○ ４０の３  

21 9の14-3 年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア ○ ４０の４  

22 9の16-1 クロスボウ射撃資格の認定 ２１ ２１ ○ ○ ４０の５  

23 9の16-2 クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付 ２１ ２１ ア ○ ４０の６  

 

道路交通法 １ 8-2 通行許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４１  

［Ｃ３５－１０５］ ２ 45-1 駐車の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４２  

 ３ 49の5 駐車の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４３  

 ４ 49の7-2 駐車の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４４  

 ５ 51の8-1 確認事務受託対象法人の登録 ２１ なし  ○ ○ ４４の２  

 ６ 51の8-6 確認事務受託対象法人の登録の更新 ２１ なし  ○ ○ ４４の３  

 ７ 51の13-1 駐車監視員資格者証の交付 ２１ ２１  ○ ○ ４４の４  

 ８ 51の13ー 1①ロ 講習課程修了者と同等以上の技能等を有する者の認定 ２１ ２１  ○ ○ ４４の５  

 ９ 56-1 設備外積載の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４５  

 10 56-2 荷台乗車の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４６  

 11 57-3 制限外積載の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ４７  

 12 59-2 牽引の許可 ２１ ２１  〇 〇 ４８  
けん

 － 63-3 整備不良車両の運転許可   3-1⑬   －  

 13 63-7 故障車両の整備確認 ２２ 22,29  イ 〇 ４９  

 14 75-10 自動車使用制限標章の取り除き ２１ ２１  ア エ －  

 15 75の2-2 車両使用制限標章の取り除き ２１ ２１  ア エ －  

 16 75の12-1 特定自動運行の許可 ２１ ２１  ○ ○ ４９の２  

 17 75の16-1 特定自動運行計画の変更の許可 ２１ ２１  ○ ○ ４９の３  

 18 77-1 道路の使用の許可 ２２ 22,29  〇 〇 ５０  
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19 78-5 道路使用許可証の再交付 ２２ 22,29  ア 〇 ５１  

－ 84-1 運転免許（試験により判断する場合）   3-1⑪   －  

20 84-1 運転免許（上記以外の場合） ２１ 21,22  〇 〇 ５２  

－ 91 免許の条件の変更（限定解除）   3-1⑪   －  

－ 91の2-2 免許の条件の変更（限定解除）   3-1⑪   －  

21 94-2 免許証の再交付 ２１ 21,22  ア 〇 ５３  

22 99-1 指定自動車教習所の指定 ２１ ２１  〇 〇 ５４  

23 99の2-4 技能検定員資格者証の交付 ２１ ２１  〇 〇 ５５  

－ 99の2-4①ｲ 技能検定員審査に係る合否の判定   3-1⑪   －  

24 99の3-4 教習指導員資格者証の交付 ２１ ２１  〇 〇 ５６  

－ 99の3-4①ｲ 教習指導員審査に係る合否の判定   3-1⑪   －  

－ 101-6 免許証の更新（適性検査により判断する場合）   3-1⑪   －  

25 101-6 免許証の更新（上記以外の場合） ２１ ２１  ア 〇 ５７  

－ 101の2-4 更新期間前における免許証の更新(適性検査により判断する場合)   3-1⑪   －  

26 101の2-4 更新期間前における免許証の更新（上記以外の場合） ２１ ２１  ア 〇 ５８  

27 104の4-3 申出による免許の交付 ２１ ２１  ア 〇 ５９  

28 104の4-6 運転経歴証明書の交付（第105条第２項において準用する場合を含む。） ２１ ２１ ア ○ ５９の２  

29 107の7-3 国外運転免許証の交付 ２１ ２１  ア 〇 ６０  

30 108の4-1 指定講習機関の指定 ２１ ２１  〇 〇 ６１  

－ 108の6-1 講習業務規程の認可   4-3   －  

－ 108の6-1 講習業務規程の変更の認可   4-3   －  

－ 108の10 特定講習の休廃止の許可   4-3   －  

31 108の31-1 都道府県交通安全活動推進センターの指定 ２１ なし ウ ウ －  

32 108の32の2-1 運転免許取得者等教育の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ６２  

33 108の32の3-1 運転免許取得者等検査の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ６２の２  

 

自動車の保管場所の確 １ 4-1 自動車の保管場所証明 ２２ なし ア 〇 ６３  

保等に関する法律（保 ２ 6-1 保管場所標章の交付 ２２ なし ア 〇 ６４  

管場所法） ３ 6-3 保管場所標章の再交付 ２２ なし ア 〇 ６５  

［Ｃ３７－１４５］ ４ 13-4 運送事業用自動車が運送事業用自動車でなくなった場合の保管場所標章の交付 ２２ なし ア 〇 ６６  

５ 13-4 運送事業用自動車が運送事業用自動車でなくなった場合の保管場所標章の再交付 ２２ なし ア 〇 ６７  

 

警備業法 １ 4 警備業の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ６８  

［Ｃ４７－１１７］ ２ 5-5 認定証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ６９  

 ３ 7-1 認定証の有効期間の更新 ２１ ２１ 〇 〇 ７０  

 ４ 11-3 認定証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ７１  

 ５ 22-2 警備員指導教育責任者資格者証の交付 ２１ ２１ 〇 〇 ７２  

 ６ 22-5 警備員指導教育責任者資格者証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ７３  

 ７ 22-6 警備員指導教育責任者資格者証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ７４  

 ８ 23-4 合格証明書の交付 ２１ ２１ ○ ○ ７４の２  

 ９ 23-5 合格証明書の書換え ２１ ２１ ア ○ ７４の３  

10 23-5 合格証明書の再交付 ２１ ２１ ア ○ ７４の４  

11 42-2 機械警備業務管理者資格者証の交付 ２１ ２１ 〇 〇 ７５  

12 42-3 機械警備業務管理者資格者証の書換え ２１ ２１ ア 〇 ７６  

13 42-3 機械警備業務管理者資格者証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ７７  

 

犯罪被害者等給付金の １ 11-1 犯罪被害者等給付金の支給等の裁定 ２１ なし 〇 〇 ７８  

支給等による犯罪被害 ２ 23-1 犯罪被害者等早期援助団体の指定 ２１ なし 〇 イ ７８の２  

者等の支援に関する法  

律  
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［Ｃ５５－０３６］  

 

暴力団員による不当な １ 32の3-1 都道府県暴力追放運動推進センターの指定 ２１ ２１ ウ ウ －  

行為の防止等に関する  

法律（暴力団対策法）  

［Ｄ０３－０７７］  

 

自動車運転代行業の業 １ 4 自動車運転代行業の認定 ２１ ２１ 〇 〇 ７８の３  

務の適正化に関する法   

律   

［Ｄ１３－０５７］  

 

オウム真理教犯罪被害 １ 7-1 オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給等の裁定 ２１ なし ○ ○    ７８の４  

者等を救済するための  

給付金の支給に関する  

法律  

［Ｄ２０－０８０］  

 

国外犯罪被害弔慰金等 １ 11-1 国外犯罪被害弔慰金等の支給等の裁定 ２１ なし ○ ○ ７８の５  

の支給に関する法律  

［Ｄ２８－０７３］  

 

銃砲刀剣類所持等取締 １ 24-2 国際競技に参加する外国人に対する許可の期間の延長 ２１ ２１ 〇 〇 ７９  

法施行令  

［Ｊ３３－０３３］  

 

道路交通法施行令 １ 13-1 緊急自動車の指定 ２１ ２１  ア 〇 ８０  

［Ｊ３５－２７０］ ２ 14の2② 道路維持作業用自動車の指定 ２１ ２１  ア 〇 ８１  

 － 32の2 公安委員会が行う審査に係る合否の判定   3-1⑪   －  

 － 32の3の2 公安委員会が行う審査に係る合否の判定   3-1⑪   －  

 － 32の5 公安委員会が行う審査に係る合否の判定   3-1⑪   －  

 ３ 32の7② １９歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８１の２  

 ４ 32の8② １９歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８１の３  

 ５ 33の5の3-1①ﾊ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ８２  

   （大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る｡)       

６ 33の5の3-2①ﾊ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定（大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る｡) ２１ ２１ 〇 〇 ８３  

７ 33の5の3-4①ﾊ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定（大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係るものに限る｡) ２１ ２１ 〇 〇 ８４  

８ 34-2 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して１年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ８５  

９ 34-4 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して１年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８５の２  

10 34-5 １９歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８５の３  

11 34-7 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して１年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８５の４  

12 34-8 １９歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ ○ ○ ８５の５  

13 34-10 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して１年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 ２１ ２１ 〇 〇 ８６  

 

遺失物法施行令 １ 5⑤ 特例施設占有者の指定 ２１ なし ○ ○ ８６の２  

［Ｋ１９－０２１］  

 

道路交通法施行規則 １ 1-2① 乳母車の確認 ２２ なし ○ ○ ８７  
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［Ｑ３５－０６０］ ２ 1の5-2 身体障害者用の車の確認 ２２ なし ○ ○ ８７の２  

３ 30-13① 運転経歴証明書の再交付 ２１ ２１ ア ○ ８７の３  

 

警備員指導教育責任者 １ 7-2 警備員指導教育責任者講習修了証明書の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ８８  

及び機械警備業務管理 ２ 12-2 機械警備業務管理者講習修了証明書の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ８９  

者に係る講習等に関す       

る規則（警備員指導教  

育責任者講習等規則）  

［Ｑ５８－００２］  

 

風俗営業等の規制及び １ 45 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ８９の２  

業務の適性化等に関す ２ 55-2 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ８９の３  

る法律施行規則（風俗 ３ 61-2 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ８９の４  

営業等適正化法施行規 ４ 66-2 店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ８９の５  

則） ５ 72-2 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ８９の６  

［Ｑ６０－００１］  

 

暴力追放運動推進セン １ 7-1 都道府県センターの相談事業規程の承認 ２１ なし ウ ウ －  

ターに関する規則（暴 ２ 7-1 都道府県センターの相談事業規程変更の承認 ２１ なし イ イ －  

力追放運動推進センタ  

ー規則）  

［Ｒ０３－００７］  

 

技能検定員審査等に関 １ 5-2 技能検定員審査合格証明書の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ９０  

する規則 ２ 8-1 技能検定員資格者証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ９１  

［Ｒ０６－００３］ ３ 13-2 教習指導員審査合格証明書の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ９２  

４ 16-1 教習指導員資格者証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 ９３  

古物営業法施行規則 １ 12-1 行商従業者証及び標識の様式の承認 ２１ ２１ イ 〇 ９４ 

［Ｒ０７－０１０］ ２ 23 盗品売買等防止団体の承認 ２１ ２１ ○ ○ ９４の２

犯罪被害者等早期援助 １ 3-2 犯罪被害者等早期援助団体が行う援助事業に係る犯罪被害等の変更の承認 ２１ なし ○ イ ９４の３ 

団体に関する規則 

［Ｒ１４－００１］

確認事務の委託の手続 １ 9-2 駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ９４の４ 

等に関する規則 ２ 10-5 認定書の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ９４の５ 

［Ｒ１６－０２３］ ３ 13-1 駐車監視員資格者証の書換え交付  ２１  ２１  ア  ○ ９４の６ 

４ 13-2 駐車監視員資格者証の再交付  ２１  ２１  ア  ○ ９４の７

探偵業の業務の適正化 １ 4-2 探偵業届出証明書の再交付  ２１  ２１  ア  ○  　９４の８ 

に関する法律施行規則 

［Ｒ１９－０１９］

公益信託ニ関スル法律 １ 2-1 公益信託の引受けの許可 ２０ なし  〇 ○ ９５(～９７) 

［Ｂ１１－０６２］ ２ 6 公益信託の変更等の認可 ２０ なし 〇 ○ ９８ 

３ 7 公益信託の受託者の辞任の許可 ２０ なし エ エ －

火薬類取締法 １ 17-1 猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可 ２１ ２１  〇 〇 ９９ 
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［Ｃ２５－１４９］ ２ 17-8 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 ２１ ２１  ア 〇 １００ 

 ３ 19-4 運搬証明書の再交付 ２１ ２１  ア 〇 １０１ 

 ４ 24-1 猟銃用火薬類等の輸入の許可 ２１ ２１  〇 〇 １０２ 

５ 25-1 猟銃用火薬類等の消費の許可 ２１ ２１ 〇 〇 １０３

核原料物質、核燃料物 １ 59-9 運搬証明書の書換え ２１ なし  ア 〇 １０４ 

質及び原子炉の規制に ２ 59-10 運搬証明書の再交付 ２１ なし  ア 〇 １０５(～１０７) 

関する法律（原子炉等     

規制法）  

［Ｃ３２－１６６］

自転車の安全利用の促 １ 12-3 防犯登録を行う者の指定 ２１ なし  ア 〇 １０８ 

進及び自転車等の駐車         

対策の総合的推進に関

する法律(自転車法) 

［Ｃ５５－０８７］

労働時間等の設定の改 １ 8-1 労働時間等設定改善実施計画の承認 １０ 10,20 エ エ － 

善に関する特別措置法 ２ 9-1 労働時間等設定改善実施計画の変更の承認 １０ 10,20 エ エ － 

（時短促進法） 

［Ｄ０４－０９０］

国際連合安全保障理事 １ 9 公告国際テロリストに対する一定の行為に係る許可  ２１  ２１  イ  イ － 

会決議第千二百六十七 ２ 13-2 許可証の再交付  ２１  ２１  イ  イ － 

号等を踏まえ我が国が ３ 17-4 仮領置した規制対象財産の返還  ２１  ２１  イ  イ － 

実施する国際テロリス

トの財産の凍結等に関

する特別措置法 

［Ｄ２６－１２４］

災害対策基本法施行令 １ 33-1 緊急通行車両の確認 ２１ なし  〇 〇 １０９ 

［Ｊ３７－２８８］ ２ 33-2 災害発生前における緊急通行車両の確認 ２１ なし ○ ○ １０９の２

災害対策基本法施行規 １ 6の3-1 標章及び証明書の書換え交付 ２１ なし ○ ○ １０９の３ 

則 ２ 6の4-1 標章及び証明書の再交付 ２１ なし ○ ○ １０９の４ 

［Ｑ３７－０５２］

大規模地震対策特別措 １ 12-1 緊急輸送車両の確認 ２１ なし  〇 〇 １１０ 

置法施行令 ２ 12-2 警戒宣言が発せられる前における緊急輸送車両の確認 ２１ なし ○ ○ １１０の２

［Ｊ５３－３８５］

大規模地震対策特別措 １ 6の3-1 標章及び証明書の書換え交付 ２１ なし ○ ○ １１０の３ 

置法施行規則 ２ 6の4-1 標章及び証明書の再交付 ２１ なし ○ ○ １１０の４ 

［Ｑ５４－０３８］

化学兵器の禁止及び特 １ 3の2 運搬証明書の書換え ２１ なし  ア 〇 １１１ 

定物質の規制等に関す ２ 3の3 運搬証明書の再交付 ２１ なし  ア 〇 １１２ 

る法律施行令 

［Ｋ０７－１９２］
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感染症の予防及び感染 １ 21 運搬証明書の書換え ２１ なし ア ○ １１２の２ 

症の患者に対する医療 ２ 22 運搬証明書の再交付 ２１ なし ア ○ １１２の３ 

に関する法律施行令  

［Ｋ１０－４２０］

原子力災害対策特別措 １ 8-1 原子力緊急事態宣言の公示前における緊急通行車両の確認 ２１ なし 〇 〇 １１３ 

置法施行令 ２ 8-2 緊急通行車両の確認 ２１ なし ○ ○ １１３の２ 

［Ｋ１２－１９４］ ３ 8-1 標章及び証明書の書換え交付 ２１ なし ○ ○ １１３の３ 

 8-2       

４ 8-1 標章及び証明書の再交付 ２１ なし ○ ○ １１３の４

8-2

武力攻撃事態等におけ １ 39 緊急通行車両の確認 ２１ なし  ○  ○ １１３の５ 

る国民の保護のための ２ 39 国民の保護のための措置の実施前における緊急通行車両の確認 ２１ なし ○ ○ １１３の６ 

措置に関する法律施行 ３ 39 標章及び証明書の書換え交付 ２１ なし ○ ○ １１３の７ 

令 ４ 39 標章及び証明書の再交付 ２１ なし ○ ○ １１３の８ 

［Ｋ１６－２７５］

奈良市行列行進及び集 １ 4-1 行列行進及び集団示威運動の許可  ２１  ２１  ア  イ － 

団示威運動に関する条

例 

［Ｇ２４－０２０］

大和高田市集会、集団 １ 3-1 集会、集団行進及び集団示威運動の許可  ２１  ２１  ア  イ － 

行進及び集団示威運動

に関する条例 

［Ｇ２５－０１３］

奈良県金属くず営業条 １ 3-1 営業の許可 ２１ ２１ 〇 〇 １１４ 

例 ２ 5-3 許可証の書換え ２１ ２１ ア 〇 １１５ 

［Ｇ３２－２０］ ３ 5-4 許可証の再交付 ２１ ２１ ア 〇 １１６

奈良県道路交通法施行 １ 8-1⑦ 通行禁止除外指定車標章の交付 ２１ なし 〇 〇 １１７ 

細則 ２ 10-1⑨ 駐車禁止除外指定車標章の交付 ２１ ２１ 〇 〇 １１８ 

［Ｑ４８－１４］
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     【凡例】

 １　法令名欄

           法律   政令   規則   告示 　条例 　     　［Ｃ ３ ５ － １ ０ ５  ］ 

       明治  （Ａ） （Ｈ） （Ｏ） （Ｖ） （Ｅ）

      大正  （Ｂ） （Ｉ） （Ｐ） （Ｗ） （Ｆ）  法令番号

     昭和  （Ｃ） （Ｊ） （Ｑ） （Ｘ） （Ｇ）           制定年

     平成  （Ｄ） （Ｋ） （Ｒ） （Ｙ） （Ｌ）

　　令和　（Ｍ） （Ｎ） （Ｓ） （Ｔ） （Ｕ）

       （注）規則とは、内閣府令、省令、国家公安委員会規則及び奈良県公安委員会規

 　　　　　則をいう。

 

 ２  根拠条項欄

        （条）      （項）      （号）

       算用数字 ― 算用数字   ○つき数字

 

       （例）  第２５条第２項第１号　→  ２５―２①

 

 ３  行政庁欄

      （区分） 　 　　（記入する数字）　　　　　　   （警察所管法令等に係る権限者の例） 

    国 の 機 関     「１０」    内閣総理大臣、国家公安委員会

    都道府県の機関     「２０」    都道府県知事

          〃           「２１」    都道府県公安委員会

          〃           「２２」    警察署長、警察本部長等

          〃           「２９」    高速道路交通警察隊長等

 

 ４  適用除外欄

   　行政手続法の規定が適用除外となる行政手続法の根拠条項を示す。

 

 ５  審査基準欄

 (1)  何らかの審査基準を定めるもの ○

  (2)　審査基準を定めることを要しないもの

 　　（理由）

　　ア　判断基準が法令の定めに尽くされている処分であるから。 ア

     イ　許認可の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないも

 　　　のであって、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難であると認め

      られるものであるから。 イ

     ウ　全国又は都道府県に１を限って指定（認可）される法人に関係する処分であ

 　　　って、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、

　　　当面行われる予定のないものであるから。 ウ

  (3)　当面審査基準を定めることを要しないもの

     （理由）



- 2 -

     ア　処分の先例がなく、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難であ

　　　るから。 エ

     イ　処分が稀であり、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難である

　　　から。 オ

 

 ６　標準処理期間欄

 (1)  標準処理期間を定めるもの ○

  (2)  標準処理期間を定めないもの

   　（理由）

    ア　標準処理期間が法令の定めに尽くされているから｡ ア

     イ　許認可の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないも

 　　　のであって、法令の定め以上に具体的な標準処理期間を定めることが困難であ

 　　　ると認められるものであるから｡ イ

　　　（目安となる期間を定める場合は「イ※」とした。）

     ウ　全国又は都道府県に１を限って指定（認可）される法人に関係する処分であ

 　　　って、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、

　　　当面行われる予定のないものであるから｡ ウ

     エ　申請の先例がない又は申請が稀であり、標準処理期間を法令の定め以上に具  

　　　体化することが困難であるから。 エ


